
参考資料２ 

新予防給付について 
 

 １ 新予防給付の趣旨 

 国は、軽度の要介護者（要支援、要介護１）の方々に対するサービスをより本人の自立支援に

資するように改善する目的で、新予防給付を創設した。 

  軽度者の特徴は次のとおりである。 

  1. 廃用症候群（骨関節疾患等を原因とし、徐々に生活機能が低下するタイプ）の方々が多い。 

  2. 早期から予防とリハビリテーションを行うことで生活機能の改善可能性が高い一方、「年

だから仕方がない」と活動しない、させないと生活機能の低下のリスクも高い 

  そのため、「改善可能性に向けた本人の意欲を高めることが重要」となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予 防 重 視 型 シ ス テ ム へ の 転 換
（ 全 体 概 要 ）

高 　 　 　 齢 　 　 　 者

〈 要 介 護 認 定 〉
　 ○ 要 介 護 状 態 区 分 の 審 査

＋

　 ○ 状 態 の 維 持 又 は
　 　 改 善 可 能 性 の 審 査

要 支 援 ・ 要 介 護 者

非 該 当 者

要 支 援 ・ 要 介 護 に
な る お そ れ の あ る 者

（ 新 ）
　 要 支 援 者 　

現 行 の 要 支 援 者
＋

要 介 護 １ の 一 部

要 介 護 者

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
（ 介 護 予 防 マ ネ ジ メ ン ト ）

居 宅 介 護 支 援 事 業 所
（ ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 者 ）

地 域 支 援 事 業
(介 護 予 防 サ ー ビ ス )

例 ） 転 倒 骨 折 予 防 教 室
　 栄 養 指 導 　 等

新 予 防 給 付

○ 既 存 サ ー ビ ス
→ 内 容 ･ 提 供 方 法 を 見 直 し

○ 新 た な サ ー ビ ス の 導 入
→ 効 果 の 検 証 を 踏 ま え 導 入

介 護 給 付

例 ） 訪 問 介 護
　 　 通 所 介 護
　 　 訪 問 看 護
　 　 特 養 等 施 設 　 な ど

× 要 支 援 者 要 介 護 者

要 支 援 ・ 要 介 護
に な る お そ れ
の あ る 者 × ×

要 支 援 ・ 要 介 護
状 態 に な る こ と

の 防 止

重 度 化 防 止

地 域 支 援 事 業 新 予 防 給 付

介 護 予 防 の
ス ク リ ー ニ ン グ

介 護 給 付

資料：厚生労働省老健局長「介護保険制度の見直し」 

 ２ 新予防給付・介護給付の概念整理 

新予防給付において市町村が指定･指導監督を行うサービスは、以下の通りである。 

【地域密着型介護予防サービス】①介護予防認知症対応型通所介護、②介護予防小規模多機

能型居宅介護、③介護予防認知症対応型共同生活介護 

【介護予防支援】地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者として指定を受けて実施 

介護予防サービスのうち、主として通所系サービスにおいては、新しいサービスメニューとし

て「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」が導入される。 
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○夜間対応型訪問介護 

○認知症対応型通所介護 

○小規模多機能型居宅介護 

○認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム） 

○地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

 ○地域密着型介護老人福祉施設 
      入所者生活介護 

○特定施設入居者生活介護 
○特定福祉用具販売 

○通所介護（デイサービス） 
○通所リハビリテーション

【通所サービス】

○短期入所生活介護（ショートステイ） 
○短期入所療養介護 

【短期入所サービス】

◎居宅サービス 

○福祉用具貸与 

◎居宅介護支援 
 
○介護老人福祉施設 
○介護老人保健施設 
○介護療養型医療施設

◎施設サービス

○訪問介護（ホームヘルプサービス）

○訪問入浴介護 
○訪問看護 
○訪問リハビリテーション 
○居宅療養管理指導 

【訪問サービス】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○介護予防訪問介護 
（ホームヘルプサービス） 

○介護予防訪問入浴介護 
○介護予防訪問看護 
○介護予防訪問リハビリテーション 
○介護予防居宅療養管理指導 

【訪問サービス】

◎介護予防サービス 

○介護予防通所介護（デイサービス） 
○介護予防通所リハビリテーション 

【通所サービス】

○介護予防短期入所生活介護 
（ショートステイ） 

○介護予防短期入所療養介護 

【短期入所サービス】

○介護予防特定施設入居者生活介護 
○特定介護予防福祉用具販売 

○介護予防福祉用具貸与 ◎介護予防支援 

◎地域密着型サービス 

 

○介護予防認知症対応型通所介護 

○介護予防小規模多機能型居宅介護 

○介護予防認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム） 

◎地域密着型介護予防サービス 

 
市町村が 
指定・監督を行うサービス 都道府県が指定・監督を行うサービス 
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介護認定審査会における新予防給付

対象者選定のイメージ

保険給付と要介護状態

区分のイメージ

新しい要介護認定
要介護状態区分の審査

状態の維持又は
改善可能性の審査

＋

（新）要介護者（新）要支援者

∥∥

介護給付新予防給付

※現行の認定調査項
目（79項目）に加え､
高齢者の生活機能を
評価する調査項目を
追加

※主治医意見書にお
いても、高齢者の生
活機能の評価を拡充

※「要支援」の方々及
び「要介護１」のうち
改善可能性の高い方
々を対象者として選
定

介護認定審査会

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１
（仮称）

要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５要支援２
（仮称）

要支援者 要介護者

予防給付 介護給付

現行区分：

介
護
給
付

介
護
予
防
給
付
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資料：平成 17 年 4 月 19 日厚生労働省老健局介護保険課長「介護保険制度改革の方向」 

 

 ３ 要介護認定における新予防給付対象者の選定 

新予防給付対象者の選定は、介護認定審査会において、「要介護状態区分」に加え、高齢者の状

態の維持･改善可能性を審査･判定して行う。現行区分の要支援および要介護１のうち改善の可

能性の高い者を、新予防給付の対象者(要支援１、要支援２)として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省老健局長「介護保険制度の見直し」 


